
DC市場の動向（国内）

日本のDCサービス市場規模（売上高）の推移及び予測

✓ 日本のDCサービス市場は、2023年に2兆7,361億円であり、2028年には5兆812億円に達する見込み

✓ クラウドサービスの市場規模も拡大しており、データセンター需要の増加に寄与している

出典：富士キメラ総研, 「データセンタービジネス市場調査総覧 2025年版市場編」

日本のクラウドサービス市場規模
（売上高）の推移及び予測

出典：IDC Japan, 「国内クラウド市場用途別売上額予測、2023年～2028年」



DCを取り巻く環境

2000年代以降の国内DC変遷イメージ

✓ 今後、AI需要に対応するため、DC設備は高度化、超大型化

✓ その一方、リアルタイム性実現のため、需要地近くにエッジデータセンター（エッジDC）を設置
する動きも広がっている。データ処理能力はクラウドほど高くないが、クラウドまで行かずにデー

タ処理可能であり、①通信網への負荷軽減、②リアルタイム性の確保などの利点がある

エッジDC

出典：個人HPより

https://businessnetwork.jp/article/8873/

https://businessnetwork.jp/article/8873/


データセンターの立地条件

✓ 多量の電力を安定供給することが求められており、稼働に必要な電力を確保するためには、特別

高圧で受電する必要があり、受電開始までのリードタイムがかかる

✓ 特にTech系や金融関連会社が集積する東京圏では、通信遅延が懸念され、できる限りエンドユー

ザーの近接地に設置したい意向がある

出典：日本政策投資銀行, 「データセンター業界レポート」



【参考】データセンターのグリーン化

✓ データセンターの省エネ化には、 サーバ・スイッチ等のICT機器を省エネ対応製品への置き換え、 
空調等の排熱対策がある

✓ 省エネの結果残ったエネルギー消費について、再エネ電源の設置やグリーン電力証書の購入やな
どにより２０５０年カーボンニュートラルを目指していく

出典：環境省, 「データセンターによる再エネ利活用の促進に関するアニュアルレポート」



国の方針・取組状況（補助及び運用への規制等）

運用
省エネ促進
（検討中）

新設

〇エネルギー効率の義務基準を設定

〇基準に満たない場合は、合理化計画作成を指示

〇DC業者自らの情報開示を求める

既存
新設

〇中長期計画（目標・取組方針）・定期報告（実績）の提出

設置・改修

再エネ・省エネ 〇再エネ・蓄エネ設備等への補助

地方分散化 〇地方分散化に向けた新設補助

インフラ整備
○データセンターと発電所の

一体整備に向けた官民協議会

ＡＩ関連 〇ＧＰＵクラウド構築への補助

技術開発

光電融合技術等 〇省電力ＣＰＵ等の開発への補助

ネットワーク 〇オール光ネットワーク構築等に向けた開発への補助

北海道に設置

✓ 運用、設置・改修などＤＣ建物の他、半導体などの開発支援も展開



国の方針・取組状況（補助及び運用への規制等２）



【R7.2.20総理発言】（地方創生2.0の実現）
• 令和の日本列島改造に向け、AI・データセンター等を
繋ぐ情報通信ネットワークを、GX・DXを支える「新時
代のインフラ」として整備いたしてまいります。既に
海外では、次世代のAI技術の実現に向け、大規模な
データセンターと電力の確保を一体的に整備する動き
が始まっております。

• 村上大臣、武藤大臣は、速やかに官民一体で議論する
協議会を立ち上げ、データセンターの整備が加速する
よう、これまで個別に進んできた電力インフラと通信
インフラの整備を統合し、今後の取組の方向性を今年
の６月をめどに具体化してください。

【参考】国の方針・取組状況（協議会）

2025年2月21日付 日本経済新聞より

✓ 人工知能（AI）の普及で需要増が見込まれるDCと発電所を一体で整備するため官民の協議会を
新設予定（令和７年２月20日 第９回デジタル行財政改革会議 石破総理指示）

メンバー

目的

スケジュール

【国土強靭化】
都市部に集中する電力、通信インフラの地方分散

【脱炭素・地方創生】
脱炭素への円滑な移行と、企業や大学・研究機関
等の連携によって関連産業クラスターを生み出す
ことによる地方経済の活性化

関係省庁に加え、東京電力グループやNTTのほか、
ソフトバンクグループなどが参加の可能性

• データセンターと発電所を一体で整備する構想
• 原子力や風力、太陽光といった発電所の近くにデータセン

ターを設けて産業の集積をめざす

個人情報保護や産業競争力の強化といった観点を踏
まえたデータ利活用制度のあり方に関して、新法の
制定の必要性を含めて6月までに基本方針を策定

【ワット・ビット連携】



ドイツ EU アメリカ・ニューヨーク州

制度名 エネルギー効率化法（EnEfG） エネルギー効率化指令
持続可能なデータセンター法（案）

（※州議会（上院）で審議中）

報告事項等

【報告対象者】

非冗長公称接続電力300kW以上のDC運営者（毎年報告）

【報告事項】

○名称、所有者及び運営者の名称

○所在地の郵便番号

○定格接続電力及び非冗長公称接続電力／総電力消費量／
エネルギー効率（PUE）／再生可能エネルギーの割合

○保存・処理されるデータ量

【報告対象者】

電力需要が500kW以上のDC所有者及び運
営者（毎年報告）

【報告事項】

○名称、所有者及び運営者の名称／操業開
始日／所在する自治体

○DCの床面積／設置電力
○年間送受信データトラフィック／保存・
処理されるデータ量

○エネルギー消費量／エネルギー利用率
（PUE）／温度設定値／廃熱量／水使用
量／再生可能エネルギーの利用

【報告対象者】

DCを建設する事業者・運営事業者

【報告事項】

（建設時）

○所在地及び運営者の名称

○労働力

○エネルギー使用量／温室効果ガスの排出
量／排熱量／水使用量／水質汚染

（運営時）

○温室効果ガス排出量、エネルギー消費量、
排熱量、水使用量等の削減状況

○水質汚染等に対する取組状況

エネルギー効
率要件や省エ
ネに関する規
制・目標等

○2025年7月1日までに、エネルギー・環境マネジメントシ
ステムの導入を義務付け

○2026年7月1日以前に稼働開始するDC：
・2027年7月以降はPUEが1.5以下
・2030年7月以降はPUEが1.3以下

○2026年7月以降に稼働開始するDC：
・PUE1.2以下及びエネルギー再利用率10%

○電気消費量の再生可能エネルギー比率：
・2024年からは最低50%、2027年からは100%

○2028年までに、200kW以上のDCは廃熱の20%の再利用

○2026年以降に新設されるDC：
PUE1.2以下を目指し、エネルギー管理
システムの導入を推奨

○廃熱の再利用を推進

その他

○最終エネルギー消費量が年間7.5 GWhを超える事業者には
2025年7月18日までにエネルギー・環境マネジメントシ
ステムの導入を義務付け。

○消費量が2.5GWhを超え7.5 GWh以下の企業には、エネル
ギー効率化措置に関する報告書作成とその公示を義務付
け。

○ITの電力需要が1MW以上のデータセン
ターの所有者および運営者に対し、デー
タセンターのエネルギー効率に関する欧
州行動規範の最新版で言及されているベ
ストプラクティスを考慮するよう奨励。

諸外国におけるＤＣに関する報告制度



論点整理

⚫ デジタル社会においては、産業基盤、都市機能、交通・物流などの社会インフラを運用す
るにあたり、大量のデータ処理が必要であり、都内においてもＤＣをはじめとしたデジタ
ルインフラの整備促進は不可欠

⚫ リアルタイム性実現のため、需要地近くにエッジＤＣを設置する動きも広がっている

データセンターの必要性をどう捉えるか論点１

電力需要の増加にどう対応するか論点２

⚫ ＤＣの省エネ・再エネ対策が重要となる中、令和７年度よりDCの省エネ・高効率化に向け
たモデル事業の実施や再エネ導入の支援策を拡充

⚫ 国においては、新設ＤＣが満たすべきエネルギー効率基準を設定。民間においては、ＤＣ
の高効率化に向けて将来のゲームチェンジャーとなりうる最新設備の研究も進展

国際金融都市としての発展や自動運転の普及などの将来需要を見据えた基盤整備を進め

ていくため、ＤＣの必要規模や適正配置をどのように考えるか

電力需要の急増に対応するため、都はどのような役割を担っていくべきか

ＤＣの高効率化に資する新たな技術の実装に向けて都として後押しできることは何か



まちづくりとの整合をどう捉えるか論点３

⚫ 東京が国際ビジネスの拠点としてあり続けるためには、都市機能の向上と最先端の技術を
支えるＤＣとの両立を図ることが重要

⚫ 一方で、都内においても地域住民からＤＣ建設に伴う懸念の声が挙がる事例もあり、地域
との共生が課題

ＤＣの情報をどう収集していくか論点４

⚫ 都ではＤＣに関する情報は、エネルギーや環境、都市開発に係るそれぞれの制度におい
て、一定規模以上の施設に課せられる届出制度の情報において把握している状態

⚫ このため、都内に設置・計画されるＤＣを網羅的に把握することが困難

論点整理

様々な都市機能や居住機能が集積する東京において、ＤＣが立地するにあたって地域と

の共生を図っていくために都としてとのどのような対応が必要か

国では、ＤＣ事業者から定期報告を受ける制度を検討中であるが、都としてもＤＣに関
する情報を入手するためどのような方策が考えられるか
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